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～疲れた心に、 ちょっと一息～

　町と「災害時相互応援協定」を締結している宮田村（長野県）の小中学校２校から、義援金とカ

イロが届けられました。

　宮田小学校では児童会の呼びかけのもと、同校の児童玄関にて募金活動が行われました。開門と

同時に募金箱前に長い列ができ、児童達は次々と募金してくれました。中には、お年玉を全額募金

してくれた子や、少しでもラッキーになってほしいという思いから、7,777 円を募金してくれた子

もいたそうです。

　また、宮田中学校からは生徒会を中心に、義援金に加えカイロ 600 個が届けられました。届け

られたカイロには、体も心も温まってほしいという意味が込められており、ひとつひとつに生徒の

手書きメッセージが添えられていました。

　３月６日には小田切康彦宮田村長らが来町し、宮田村の児童・生徒達の想いが詰まった募金箱と

カイロが、大間順子教育長へ手渡されました。

宮田村の子ども達から穴水町へ（3 月 6 日）

穴水町の明るい話題をお届けします。

【宮田小学校での募金活動の様子】

【宮田中学校からのメッセージ付カイロ】 【義援金などの寄附】

募金の順番待ち児童会役員のみなさん募金箱へお金を入れる児童

生徒会役員のみなさん 生徒達からの手書きメッセージ 小田切村長から大間教育長へ
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地域福祉推進支援臨時特例給付金運営事務局

☎ 52-3630

　能登地域 6 市町（珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾市）で、令和 6 年能登半島地震により、

居住していた住宅が半壊以上の被災をした高齢者 ( ※ 1) や障がい者（※ 2）のいる世帯等に対し、当

該地域での住宅再建等を支援するため、給付金を支給します。

【対象世帯】能登地域 6 市町において、被災者生活再建支援金を受給し、住家に半壊以上の被災をした

　　　　　  世帯のうち、以下の①または②に該当する世帯

　　　　　　　  ①高齢者や障害者のいる世帯

　　　　　　 　 ②資金の借入や返済が容易でないと見込まれる、以下の（1）～（5）に該当する世帯

　　　　　　　　　　(1) 住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯

　　　　　　　　　　(2) 家計急変世帯

　　　　　　　　　　(3) 児童扶養手当受給世帯

　　　　　　　　　　(4) 離職・廃業した人がいる世帯

　　　　　　　　　　(5) 一定のローン残高がある世帯

【支援内容】 ●家財等支援    ･･･ 最大 100 万円（家財：50 万円 ＋ 自動車：50 万円）

　　　　　 ●住宅再建支援 ･･･ 最大 200 万円  ※実費を勘案

被害規模 家財 自動車（準備中） 住宅再建（準備中）

全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

５０万円 ５０万円

建設・購入

補修
最大 ２００万円

賃貸 最大 １００万円

※ 1　令和 6 年 3 月 31 日時点で 65 歳以上の人が対象です。また、令和 9 年１月 31 日までに 65 歳となる人には、
　    65 歳到達日以降に、順次支給を行います。
※２　令和 6 年１月１日現在における身体、療育、精神手帳所持者、障害者（児）サービス利用者が対象です。
　　被災により、新たに障害者手帳を取得された人は、しばらくお待ちください。

【問合せ先】 　地域福祉推進支援臨時特例給付金運営事務局 ( 臨時特例給付金コールセンター )

　　　　　　 　受付時間 9 時 ～ 17 時（土日祝日含む、12 月 28 日 ～ 1 月 3 日は休み）

　　　　　　　 ☎ 076-225-1956

注 1：高齢者や障がい者のいる世帯に順次、家財給付金 50 万円を支給します。この申請手続きは不要です。

注 2：資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯のうち、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯、
　    児童扶養手当受給世帯についても、今後、申請手続き不要で支給予定 ( 準備中 )

注 3：家計急変世帯や自動車給付金受給世帯など、申請が必要な世帯の申請受付については、準備が整い次第、
　    開催予定です。

地域福祉推進支援臨時特例給付金
臨時特例給付金コールセンター

☎ 076-225-1956



3

義援金（石川県分）の第二次配分
会計課：☎ 52-3690

議会事務局：☎ 52-3700

石川県に寄せられている義援金の二次配分が決まりましたのでお知らせします。

被害区分
義　援　金　額

第一次配分 第二次配分 合　計

人的

被害

死亡者

行方不明者
20 万円 / 人 80 万円 / 人 100 万円 / 人

重傷者 10 万円 / 人 ー 10 万円 / 人

住家

被害

全　壊 20 万円 / 世帯 80 万円 / 世帯 100 万円 / 世帯

大規模半壊 15 万円 / 世帯 60 万円 / 世帯 75 万円 / 世帯

中規模半壊 10 万円 / 世帯 40 万円 / 世帯 50 万円 / 世帯

半　壊 5 万円 / 世帯 20 万円 / 世帯 25 万円 / 世帯

準半壊 ー 10 万円 / 世帯 10 万円 / 世帯

一部損壊 ー 3 万円 / 世帯 3 万円 / 世帯

【配分対象・金額】

※以下の義援金・支援金の申請をすでに行った方については、新たな申請は不要です。

　　●令和 6 年能登半島地震災害義援金（第一次）

　　●被災者生活再建支援金（国）　または　穴水町被災者生活再建支援金

　穴水町にも国内外の多くの方々から義援金が寄せられており、現在、支援内容について検討を行って

おります。詳細が決まり次第、お知らせします。

【対象者】　穴水町に居住されている方

【日　時】　令和 6 年 4 月 28 日（日）　9 時～ 15 時

【会　場】　穴水町保健センター（公立穴水総合病院横）

【申　込】　子育て健康課　☎ 52-3589

 ※当日受付もできますが、事前予約された方から優先して検診を行いますので、

　 お待ちいただく場合があります。スムーズに検診を受けたい方は、事前予約

　 がオススメです。

エコノミークラス症候群予防検診 子育て健康課：☎ 52-3589

　血栓による重篤な心筋梗塞や脳卒中を防ぐため、エコノミークラス症候群（静脈血栓塞栓症）の予防

検診を行います。問診、検査、診断までが約 30 分で終わるスピード検診ですので、この機会に検診を

受けましょう。

★当日は野菜摂取度測定（野菜の摂取量の度合いを測定）も同時に実施します。
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建設予定地 団 地 名 戸　数 着 工 日 完成見込 入 所 日

川島児童公園 川島第 1 団地 15 1 月 15 日 2 月 29 日

穴水交通公園 川島第 2 団地 A 18 1 月 20 日 3 月   5 日

町民農園 ( 保健センター前 ) 川島第 3 団地 43 1 月 20 日 ３月 23 日

穴水陸上競技場 ( 第 1 期 ) 由比ケ丘団地 85 2 月 11 日 4 月６日

穴水陸上競技場（第 2 期） 　　〃 95 2 月 11 日 ４月中旬

住吉公民館 中居第 1 団地 21 2 月 13 日 4 月下旬

住吉公民館（御蔵橋側） 中居第 2 団地 9 2 月 13 日 4 月下旬

旧諸橋保育所 諸橋団地 10 2 月 28 日 4 月 17 日 4 月 22 日

下唐川地区集会所グラウンド 下唐川第 1 団地 11 2 月 28 日 4 月 12 日 4 月 17 日

港町 1（マルシェ駐車場跡地） 大町団地 B・C 16 3 月 11 日 4 月下旬

港町 2（能登会館跡地） 大町団地 A・D 18 3 月 11 日 4 月下旬

東町（穴水交通公園周辺） 川島第 2 団地 B・C・D 47 3 月 11 日 5 月上旬

兜公民館近接地横（民有地） 兜団地 26 3 月 11 日 4 月下旬

鵜島（ガススタンド跡） 鵜島団地 8 3 月 11 日 4 月下旬

志ケ浦コミュニティセンター隣接地 志ケ浦団地 26 3 月 18 日

下唐川地区集会所前農地 下唐川第 2 団地 6 3 月 27 日

計 454 （うち、完成戸数：161）

応急仮設住宅（建設型）の進捗状況 地域整備課：☎ 52-3670

　応急仮設住宅（建設型）について、建設の進捗状況をお伝えします。  ※空白部分は未定

【令和 6 年 4 月 9 日 現在】

赤色：前回（3 月 11 日時点）からの追加箇所

①応急仮設住宅（建設型）に最初から設置されている設備は、以下のとおりです。

　・IH コンロまたはガスコンロ　・ガス給湯器　・洋式トイレ（暖房便座）　・エアコン（1 室のみ）

応急仮設住宅に入居する際の注意事項

②冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの生活家電は、入居者ご自身で準備する必要があります。

　生活家電の購入支援制度や生活必需品の支給制度もありますので、これらを利用して生活基盤を

　整えましょう。詳細については、入居説明会の時に説明があります。

●入居の団地が決定した方には、準備が整い次第、電話でご連絡いたします。


